
第
十
号
様
式

e
臨
時
検
査
合
格
標
章

g
e
第
四
十
一
条
、

g
f
軽
自
動
車
届
出
済
証
再
交
付
申
請
書

h
f
第
六
十
三
条
の
七
関
係

h

臨
時
検
査
合
格
標
章

軽
自
動
車
届
出
済
証
再
交
付
申
請
書

殿
年

月
日

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

住
所

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

申
請
代
理
人
の
氏
名

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

住
所

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

短辺
車
両
番
号

再
交
付
を
受
け
る
理
由

備
考

長
辺

（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
５
番
）

注
\
不
要
の
文
字
を
抹
消
す
る
こ
と
。

]
臨
時
検
査
合
格
標
章
の
再
交
付
を
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
自
動
車
が
運
転
者
室
及
び
前
面
ガ
ラ
ス
を

有
す
る
か
ど
う
か
の
別
を
備
考
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。

^
氏
名
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
号
様
式
（
車
両
番
号
標
）

（
そ
の
一
）

平成˜�年Ÿ月˜�日 火曜日 (号外第˜Ÿ—号)官 報

第
四
十
五
条
の
二
中
「
自
動
車
の
検
査
に
関
す
る
申
請
書
、
自
動
車
検
査
証
、
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
、
自

動
車
予
備
検
査
証
、
限
定
自
動
車
検
査
証
及
び
検
査
標
章
」
を
「
自
動
車
の
検
査
並
び
に
軽
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル

及
び
二
輪
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル
の
正
確
な
記
録
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
申
請
書
、
届
出
書
及
び
請
求

書
、
輸
出
予
定
届
出
証
明
書
、
自
動
車
検
査
証
、
検
査
標
章
、
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
、自
動
車
予
備
検
査
証
、

限
定
自
動
車
検
査
証
並
び
に
法
第
七
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
（
以
下
「
検
査
記
録
事
項
等
証
明
書
」
と

い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
検
査
記
録
事
項
等
証
明
書
）

第
四
十
五
条
の
三

検
査
記
録
事
項
等
証
明
書
は
、
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
つ
て
作
成

す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
七
条
第
一
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

法
第
六
十
九
条
の
二
第
三
項
た
だ
し
書
の
輸
出
に
係
る
届
出
を
さ
せ
る
必
要
性
に
乏
し
い
も
の
と
し
て
国
土

交
通
省
令
に
定
め
る
自
動
車
に
該
当
す
る
旨
の
届
出

第
四
十
九
条
第
四
項
中
「
検
査
記
録
事
項
」
を
「
検
査
記
録
等
事
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
前
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
か
か
わ
ら

ず
」
の
下
に
「
、
法
第
十
一
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
本
文
、
法
第
六
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
五
条
の
二
第
四
項
、
法
第
六
十
九
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
三
項
又
は
法
第
七
十
二
条
の
三

の
規
定
に
よ
り
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
対
し
て
す
る
申
請
等
は
、
最
寄
り
の
運
輸
監
理
部
若
し
く
は

運
輸
支
局
又
は
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
に
お
い
て
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
情
報
管
理
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
照
会
）

第
六
十
七
条
の
二

検
査
対
象
軽
自
動
車
に
係
る
法
第
九
十
九
条
の
三
の
照
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行

う
も
の
と
す
る
。

一

車
台
番
号

二

移
動
報
告
番
号

三

解
体
報
告
記
録
が
な
さ
れ
た
年
月
日

四

車
両
番
号
（
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ
れ
た
自
動
車
に
係
る
照
会
に
あ
つ
て
は
、
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ

れ
た
際
の
車
両
番
号
）

五

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
引
取
業
者
が
情
報
管
理

セ
ン
タ
ー
に
報
告
し
た
年
月
日

２

前
項
の
照
会
を
受
け
た
情
報
管
理
セ
ン
タ
ー
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
当
該
照
会
に

係
る
事
項
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
九
条
第
一
項
中
「
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
又
は
第
七
号
か
ら
第
九
号
」
を
「
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま

で
、
第
七
号
又
は
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
」
に
、「
自
動
車
検
査
証
、
自
動
車
予
備
検
査
証
又
は
限
定
自
動
車
検
査
証

の
再
交
付
を
申
請
す
る
者
に
限
る
」
を
「
臨
時
検
査
合
格
標
章
の
再
交
付
を
申
請
す
る
者
を
除
く
」
に
、「
臨
時
検
査

合
格
標
章
又
は
検
査
標
章
」
を
「
臨
時
検
査
合
格
標
章
の
再
交
付
」
に
、「
第
十
号
又
は
第
十
二
号
」
を
「
第
十
二
号

又
は
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
百
二
条
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
、
第
六
号
又
は
第
十
一
号
」

を
「
法
第
百
二
条
第
一
項
第
五
号
、
第
六
号
、
第
八
号
又
は
第
十
三
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
新
規
検
査
及
び
予
備
検
査
の
項
中
「
抹
消
登
録
証
明
書
」
を
「
一
時
抹
消
登
録
証
明
書
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
四
中
「40か

ら
49ま
で

」
を
「40か

ら
49ま
で
、
400か

ら
499ま

で
及
び
600か

ら
699ま

で

」
に
、

「50か
ら
59ま
で

」
を
「50か

ら
59ま
で
、
500か

ら
599ま

で
及
び
700か

ら
799ま

で

」
に
、「80か

ら
89ま
で

」
を

「80か
ら
89ま
で
及
び
800か

ら
899ま

で

」
に
改
め
る
。

第
十
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
を
削
り
、
第
十
二
号
様
式
の
二
を
第
十
一
号
様
式
と
す
る
。

第
十
二
号
様
式
の
三
か
ら
第
十
三
号
様
式
の
三
ま
で
の
様
式
を
削
り
、
第
十
一
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加

え
る
。
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